
（開示対象特別目的会社関係）

1. 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

　当社の連結子会社である三井住友銀行は、顧客から売掛債権の金銭債権買取業務等を行う特別目的会社

（ケイマン法人及び有限責任中間法人等の形態によっております。）14社に係る借入及びコマーシャル・

ペーパーでの資金調達に関し、貸出金、信用枠及び流動性枠を供与しております。

　特別目的会社14社の直近の決算日における資産総額（単純合算）は3,219,524百万円、負債総額（単純

合算）は3,219,835百万円であります。なお、いずれの特別目的会社についても、三井住友銀行は議決権

のある株式等は有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。

2. 当連結会計年度における特別目的会社との取引金額等

（金額単位　百万円）

（項目） （金額）

貸出金 1,803,952 貸出金利息 25,194

信用枠 905,533 役務取引等収益 2,509

流動性枠 326,074 － －

主な取引の当連結会計
年度末残高

（平成20年3月31日現在）

主な損益
（自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）
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